
平成１７年４月８日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官
平成１５年(ワ)第３５５２号　不当利得返還請求事件　
口頭弁論終結日　平成１７年１月１７日
                    判     決  
              原              告　　　  株式会社明電舎
              同訴訟代理人弁護士　　　  光石忠敬
              同                        光石俊郎
              同補佐人弁理士            田中康幸
              同                        松元洋
　　　        被              告　　　  シチズン時計株式会社
　　　        被　　　　　　　告　　　  ミヨタ株式会社
              上記両名訴訟代理人弁護士　田倉整
              同　　　　　　　　　　　　田倉保
              同補佐人弁理士            高宗寛暁
              同　　　　　　　　　　　　宮島明
                    主     文
      １　被告らは，原告に対し，各自金６４１９万３５７３円及びこれに対する
被告シチズン時計株式会社は平成１５年２月２５日から，被告ミヨタ株式会社は平
成１５年２月２４日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
      ２　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
      ３　訴訟費用は，これを２５分し，その２４を原告の負担とし，その余は被
告らの負担とする。
      ４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
                    事実及び理由
第１　請求
  　　被告らは，原告に対し，連帯して金１６億４９００万円並びに内金１億円に
対する被告シチズン時計株式会社は平成１５年２月２５日（訴状送達の日の翌
日），被告ミヨタ株式会社は平成１５年２月２４日（訴状送達の日の翌日）から支
払済みまで，及び内金１５億４９００万円に対する平成１６年４月１４日（請求の
拡張申立書送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
  １　争いのない事実等
    (1)　当事者
      　原告は，電気機械器具及びその他の機械器具の製造並びに販売等を目的と
する株式会社である（弁論の全趣旨）。
      　被告シチズン時計株式会社（以下「被告シチズン」という。）は，各種時
計類及びその部分品の製造並びに販売等を目的とする株式会社である。
      　被告ミヨタ株式会社（以下「被告ミヨタ」という。）は，各種腕時計及び
その部分品の製造並びに販売等を目的とする株式会社である。
　　(2)　原告の特許権
    　　原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，特許請求の範囲請求項
１の特許発明を「本件発明」という。また，本件特許に係る明細書（甲２。別紙特
許公報参照。）を「本件明細書」という。）を有している。
　　　　特許番号　　第２０３６７７９号
　　　　発明の名称　　水晶振動子及びその製造方法
　　　　出　願　日　　昭和６０年８月７日
　　　　出願番号　　特願昭６０－１７３７０１
　　　　出願公告日　　平成６年１１月１４日
　　　　出願公告番号　　特公平６－９１４０４
　　　　登　録　日    平成８年３月２８日
　　　　特許請求の範囲請求項１
            「リード端子を有する水晶振動子片を金属ケースよりなる保持容器内
に封入して水晶振動子本体を構成し，保持容器の底部から同じ側に導出された２本
のリード端子に外部端子を接続してモールドするものにおいて，前記保持容器の外
周面の形状に適合する曲面を有する保持容器外周面位置決め用片と，前記保持容器
の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片とを設け，前記外周面位置決め用片と
保持容器頂面位置決め用片により水晶振動子本体を位置決めしてモールドすると共
に，前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体ア



ース用外部端子としたことを特徴とする水晶振動子。」
    (3)　構成要件の分説
      　本件発明は，次のとおり分説される。
      Ａ　リード端子を有する水晶振動子片を金属ケースよりなる保持容器内に封
入して水晶振動子本体を構成し，保持容器の底部から同じ側に導出された２本のリ
ード端子に外部端子を接続してモールドするものにおいて，
      Ｂ　前記保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する保持容器外周面位
置決め用片と，
      Ｃ　前記保持容器の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片とを設け，
      Ｄ　前記外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片により水晶振動子
本体を位置決めしてモールドすると共に，
      Ｅ　前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子
本体アース用外部端子としたことを特徴とする
      Ｆ　水晶振動子。
    (4)　本件特許取得の経緯は，別紙のとおりである。
    (5)　被告らの行為
      　平成６年以降，被告ミヨタは，業として，別紙物件目録１記載の水晶振動
子（以下「対象物件１」という。その構造は添付の図面のとおり。）及び別紙物件
目録２記載の水晶振動子（以下「対象物件２」という。その構造は添付の図面のと
おり。対象物件１及び２を併せて「被告製品」という。）を製造し，被告シチズン
は，平成１３年末まで被告製品を販売していた。
      　対象物件１は，構成要件Ａ及びＦを充足し，対象物件２は，構成要件Ａ，
Ｂ及びＦを充足する。
  ２　本件は，原告が，被告らによる前記１(5)記載の行為が本件特許権を侵害する
と主張して，被告らに対し，民法７０３条に基づき，実施料相当額の不当利得返還
を請求する事案である。
  ３　争点
    (1)　被告製品は，本件発明の構成要件を充足するか。
      ア　対象物件１は，構成要件Ｂの「保持容器の外周面の形状に適合する曲面
を有する」を充足するか。
      イ　被告製品は，構成要件Ｃの「当接する」を充足するか。
      ウ　被告製品は，構成要件Ｄの「外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決
め用片により」を充足するか。
      エ　被告製品は，構成要件Ｅの「アース用外部端子としたことを特徴とす
る」を充足するか。
    (2)　本件特許に無効理由が存在することが明らかか否か。
      ア　本件特許は，特許法２９条の２に該当するか。
      イ　本件特許の補正は，要旨変更であるか。そのために，本件特許は，特許
法２９条２項に該当するか。
      ウ　本件特許は，特許法３６条に違反するか。
    (3)　実施料相当額はいくらか。
第３　争点に関する当事者の主張
  １　争点(1)ア（構成要件Ｂ「適合」）について
  〔原告の主張〕
    (1)　「適合」とは，保持容器の位置決めがされていればよいのであって，さま
ざまな例があり，形状が一致していることには限定されない。
    　　被告らは，「適合」とは，保持容器の外周面と外周面位置決め用片の曲面
の形状が一致することを意味すると主張するが，特許請求の範囲は，実施例に限定
されて解釈されてはならない。
    (2)　対象物件１は，外周面位置決め用片の先端部が保持容器の外周面の曲面と
接触するとともに，それぞれの根元部分の周辺に形成された２つの端面角が保持容
器の外周面に接触し，位置決めがされているから，「適合」に該当する。
    　　原告が市場で入手した対象物件１の構造は，水晶振動子本体とアース用外
部端子が導通しており，水晶振動子本体とアース用外部端子が適合又は当接してい
ること及びアースすることができる構造であることを示している。
  〔被告らの主張〕
    (1)　構成要件Ｂの「適合」とは，本件明細書に位置決め用端子ないしアース用
外部端子の湾曲した部分で保持することが記載され，実施例を示すすべての図にお



いて，保持容器の外周面の曲面と外周面位置決め用片の曲面の形状が完全に一致し
ており，それらの図の説明として，「適合」と記載されていることから，保持容器
の外周面と外周面位置決め用片の曲面の形状が一致していることを意味する。
    (2)　対象物件１は，保持容器の外周面の曲面と外周面位置決め用片の曲面とで
は曲率が異なっており，かつ，外周面位置決め用片の曲率半径中心と保持容器の外
形の半径中心とがずれて保持されるよう設計されている。それは，設計図（乙１９
の１）に出ているように，外周面位置決め用片の先端部と外周面位置決め用片の根
元部分の周辺に形成された金属フレームの端面角との６点支持によって保持するこ
とで，安定した作業が可能となるからである。
      　したがって，対象物件１は，保持容器の外周面の曲面に外周面位置決め用
片の先端部のみが接触しているのであって，形状は一致していないから，外周面の
形状には「適合」していない。
    　　原告は，電気的導通があることを根拠として，対象物件１が構成要件Ｂを
充足すると主張するが，電気的導通があるか否かと機械的な形状が一致することを
意味する「適合」があるか否かとは関係がない。
　２　争点(1)イ（構成要件Ｃ「当接」）について
  〔原告の主張〕
    (1)　本件発明の目的の記載（本件明細書４欄１２ないし１７行）からすると，
製造時において，保持容器外周面位置決め用片が保持容器と適合し，保持容器頂面
位置決め用片が保持容器頂面に当接し，位置決めされるが，実装時には，外周面位
置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片のいずれかがアース用外部端子として
使用することができればよい。
    　　本件発明は，プロダクト・バイ・プロセスクレームであり，すべての工程
において「適合」及び「当接」を要求するものではなく，位置決めの際は「当接」
が必要であるが，実装時においては，必ずしも「当接」が必要でなく，「当接」又
は「適合」によってアースし得る客観的構造であればよい。被告らは，モールド工
程においてまで「当接」が必要であると主張するが，本件明細書には，その旨の記
載がなく，モールド工程においては，リード溶接が外れたり，水晶振動子本体が樹
脂外へ露出しないよう位置決めされていなければならないが，必ずしも「当接」ま
では要求されていない。
    (2)　被告らは，被告製品において，少なくとも位置決めとしては，保持容器の
頂面と保持容器頂面位置決め用片とを当接させていることを認めている。
    　　したがって，被告製品は構成要件Ｃを充足する。
    (3)　仮に，モールド工程まで「当接」が必要であると仮定しても，被告製品の
ように，モールド工程においてまで必ずしも「当接」が維持されているとは限らな
い物件も，均等なものとして，本件発明の技術的範囲に属する。
    　　すなわち，①モールド工程まで「当接」が必要であることは，本件発明の
本質的部分ではない。②この部分を被告製品における「当接」が維持されていると
は限らないものと置き換えても本件発明の目的を達することができ同一の作用効果
を奏する。③上記のように置き換えることに，当業者が被告製品の製造時点におい
て，容易に想到することができたものである。
  〔被告らの主張〕
    (1)　構成要件Ｃにおける「当接」は，単に金属フレームに水晶振動子を取り付
ける工程（①水晶振動子を垂直方向に押し込み，②水晶振動子の頂点を水平方向に
移動して頂点位置決め用片に突き当てること）だけでなく，その後の搬送工程，リ
ードの溶接工程，そしてモールド工程までのすべての工程においても確実に「当
接」が維持されることが必要とされるものである。
    (2)　しかし，被告製品において，保持容器が頂面位置決め用片に「当接」する
のは，単に金属フレームに水晶振動子を取り付ける工程においてのみであって，そ
の後の搬送工程，リードの溶接工程，モールド工程においては，「当接」が維持さ
れていることを必要としないものであり，かつ，「当接」が維持されているとは限
らない。
    　　すなわち，被告製品においては，金属フレームに水晶振動子を取り付ける
際に，いったん保持容器の頂面を頂面位置決め用片に機械的な位置決めのために
「当接」させる工程は存在するが，その後，金属フレームを溶接工程へ移動させる
工程，そして水晶振動子のリードを溶接する工程においては，一定範囲内の距離に
納まっておればよく，保持容器の頂面と頂面位置決め用片とが機械的に「当接」す
ることを必要としていない。このように，水晶振動子のリードを溶接する工程まで



の間に，金属フレームはその位置を移動するものであり，その際，水晶振動子と金
属フレームの位置関係が少しでもずれた場合には，機械的な「当接」は維持されな
くなる。そして，水晶振動子のリード溶接後は，そのリード接続用外部端子によっ
て水晶振動子が位置決めされることになり，いったん機械的な「当接」が維持され
ない状態となったものは，その後の樹脂モールド工程においてモールド樹脂がその
隙間に入り込み，電気的にも機械的にも「当接」は存在しなくなる（乙２３の１及
び２）。
    (3)　仮に，「当接」が頂面位置決め用片と保持容器の電気的接続を含むという
のが原告の主張であれば，そのためには，「常に」電気的に接触するような構成が
必須である。
    　　被告製品はそのような構成を有しておらず，仮に当初の段階で電気的接続
がとれたとしても，その後の工程や経時変化等で電気的接続の保証はできない。
    　　被告製品においては，「アース用外部端子としたことを特徴とする」製品
とするために必要であるところの最終製品としての確実な電気的接続の維持・保証
がなされておらず，この意味で対応する本件発明の構成要件における「当接」には
該当しない。
    　　したがって，被告製品は，構成要件Ｃを充足しない。
    (4)　原告は，モールド工程においても「当接」が必要だとしても，均等が成立
すると主張する。
    　　しかし，本件発明の出願の最終過程において「アース用外部端子としたこ
とを特徴とする」との文言を自ら挿入したのであるから，その各構成要件の理解に
おいても，この文言を前提に，電気的導通が確保できるような「当接」と解釈すべ
きであり，これに反する原告の主張は，禁反言の原則に照らし，許されない。
    　　本件発明においては，「当接」によって電気的導通を図ることが必須であ
るから，水晶振動子をアース用外部端子として使用する以上は，この「当接」には
電気的導通が必須である。この部分を被告製品における「当接」が維持されている
とは限らないものに置き換えた場合には，本件発明の目的・効果を達成することが
できず，同一の作用・効果を奏することもできないことが明らかである。
    　　したがって，均等論によっても，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属
さない。
  ３　争点(1)ウ（構成要件Ｄ「位置決め」）について
  〔原告の主張〕
    (1)　対象物件１は，外周面位置決め用片が外周面に適合して位置決めしてい
る。また，被告製品は，すべて保持容器頂面位置決め用片に位置決め作用があるか
ら，構成要件Ｄを充足する。
    (2)　仮に被告らが主張するとおり，被告製品の樹脂モールド工程において「リ
ード端子接続用外部端子及び成形金型上の位置決めピン」又は「リード端子接続用
外部端子及び外周面位置決め用片」とで位置決めをそれぞれ行っているとしても，
それらは本件発明に単に付加された工程にすぎないから，被告製品は，構成要件Ｄ
を充足する。
    (3)　被告らは，対象物件１のうちＣＭ３０９Ｓは，リード端子接続用外部端子
及び成形金型上の位置決めピンにより位置決めしてモールドしており，構成要件Ｄ
を充足しないと主張する。
    　　本件明細書では，熱可塑性樹脂を使用する場合には，注入圧の程度によ
り，外周面位置決め用片が別の形で具体化されることを明記しており，実施例で半
円状の受け片９Ａ３ として具体化されている部分を被告らは補助的治具（ピン）に
したにすぎない。そして，この治具（ピン）は，水晶振動子の構成要素ではなく，
本件発明が何ら問うていないことであり，被告製品が構成要件Ｄに該当することに
変わりはない。
  〔被告らの主張〕
    (1)　構成要件Ｄを充足するというためには，被告製品の外周面位置決め用片及
び保持容器頂面位置決め用片の両者が位置決めに使用されていることが必要であ
る。また，構成要件Ｄに「位置決めしてモールドする」とあるように，最後のモー
ルド工程の時点においても位置決めが確実にされていること，すなわち保持容器の
頂面と頂面位置決め用片との「当接」が，モールド工程においても確実に維持され
ていることが要件とされている。
    (2)　対象物件１のうち，ＣＭ３０９Ｓにおいては，熱可塑性樹脂が使用されて
おり，注入圧が高いため，樹脂の流れによって保持容器が樹脂外へ露出してしま



う。そのため，リード端子接続用外部端子及び成形金型上の位置決めピンにより位
置決めしてモールドしており，外周面位置決め用片も保持容器頂面位置決め用片も
樹脂モールド工程における位置決め用としては使用していない。
    (3)　対象物件１のうちＣＭ３０９及び対象物件２においては，外周面位置決め
用片と水晶振動子本体のリードが溶接されたリード端子接続用外部端子により位置
決めしており，保持容器頂面位置決め用片には位置決めの作用はなかった。
    (4)　加えて，対象物件１については，前記１〔被告らの主張〕のとおり，「適
合」以外の構造によって位置決めがされている。したがって，対象物件１において
は，保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する「前記外周面位置決め用片」
によっては，位置決めがされていないことになる。
    　　したがって，被告製品は，いずれも構成要件Ｄを充足しない。
　４　争点(1)エ（構成要件Ｅ「アース用外部端子」）について
  〔原告の主張〕
    (1)　構成要件Ｅの「アース用外部端子としたことを特徴とする」は，実装時に
現にアースされている構造はもとより，アースすることができる構造をも含む。す
なわち，本件発明は，実装時に必ずアースされていなければならないことを要件と
していない。
    　　本件発明は，詳細な説明において，実装時に必ずアースされていなければ
ならないことを要件とする旨説明していない。また，もともと「Ｘ用Ｙ」のように
「用」を接尾語的に用いる場合，その語意は，「Ｘに使うためのＹ」という意味で
あり，ＹをＸとして現に使ったかどうかを問わない。さらに「としたことを特徴と
する」との文言は，物の発明におけるクレームの枕詞的な意味しか持っていないか
らである。
    (2)　被告製品は，水晶振動子本体とアース用外部端子が導通しており，「アー
スすることができる」構造である。しかも，実際に被告製品は，いずれも最終製品
においても，電気的導通が存在している。
    　　したがって，被告製品は構成要件Ｅを充足する。
    (3)　被告らは，被告製品は，「アース用外部端子」として製造しているもので
はないなどと主張する。しかし，製造者の主観的意図によって製品の客観的構造を
左右し得ると強弁するにほかならず失当である。「アース用外部端子」としての使
用の有無，販売の有無，検査の有無，品質保証の有無等も構成要件Ｅの充足の有無
とは関係がない。
    　　また，被告らは，機械的接触があったからといって電気的導通が図れるわ
けではないと主張する。しかし，被告らは，本件特許に関する審決取消請求事件に
おいて，従来の考案の実施例が，位置決め工程及びモールド工程があっても，外周
面位置決め用片及び保持容器頂面位置決め用片が保持容器と適合，当接により機械
的に接触していること，機械的に接触していれば電気的に導通していると主張して
いる。したがって，被告らが本件訴訟において，審決取消訴訟中でした主張と矛盾
する主張を意図的にすることは信義則ないし禁反言の趣旨に照らして許されない。
  〔被告らの主張〕
    (1)　本件明細書の記載及び出願経過から，「アース用外部端子とした」という
要件は，１００％確実に電気的な接続が行われていること，すなわち，通電用端子
と同じ電気的接続の信頼性を持っていることを意味する。
    　　本件特許は，その出願経過において，拒絶査定を受けたが，２回の全文補
正を行い，「位置決め用外部端子が，保持容器と接触しているアース用外部端子で
ある」との限定を加え，「該アース用外部端子をアースに接続することによってシ
ールド効果が得られる」ということを主張して，査定不服審判を請求し，登録を認
められたものである。したがって，権利範囲の解釈においても，「アース用外部端
子」の存在を要件としており，最終製品として当該水晶振動子がアース用外部端子
とされた製品であることが必要であることを明示したものである。
    　　原告は，「アースすることができる」ことが本件発明の構成要件であるか
のような主張をしているが，構成要件では，「アース用外部端子としたことを特徴
とする」と記載されているのであるから，原告が主張する「アースすることができ
る」構造を前提とした議論は誤りであり，前記出願経過に照らし，禁反言に当た
る。
    (2)　被告製品の外部端子は，単に水晶振動子の位置決め用に製造工程の途中で
利用するにすぎず，「アース用外部端子」として製造しているものではない。被告
製品においては，「アース用外部端子」を設計項目にも挙げていないし，「アース



用外部端子」に見合う構造もない。アース用外部端子の存否や効用に見合う検査項
目は入っておらず，現実にそのような検査も実施していない。したがって，「アー
ス用外部端子」としての製造元の保証はない。被告らが被告製品を「アース用外部
端子」として販売した事実はなく，むしろそのような使用を納入仕様書（乙８）に
おいて，明示的に禁止している。すなわち，外部の回路との電気的接続が保証され
ておらず，「アース用外部端子」として使用することが予定されていないからであ
る。
      　したがって，本件製品が「アース用外部端子」として使用される可能性は
なく，「アース用外部端子」として使用できるかもしれないという想像だけでは，
「アース用外部端子としたことを特徴とする」とはいえない。
    (3)　原告は，位置決め用外部端子と保持容器が接触していれば，電気的導通が
図れると主張するが，接触と電気的導通とは意味が異なる。製造過程の途中で１回
でも機械的に接触すれば，必ず最終製品としても１００％電気的導通が図れるとい
うことはできず，そのような確実性のない製品は，「アース用外部端子としたこと
を特徴とする」製品とはなり得ない。
    　　また，仮に製造過程のある一時点で電気的導通があったとしても，最終製
品としての１００％の品質保証ができないものであれば，「アース用外部端子」と
しては販売することができない。また，ユーザーから客観的に見ても「アース用外
部端子」としたものではあり得ず，「アースすることができる」ものでもない。
  ５　争点(2)ア（特許法２９条の２）について
  〔被告らの主張〕
    (1)　本件特許出願前の実願昭５９－１２５８３９号（実開昭６１－４００３２
号）のマイクロフィルム（乙１。以下「引用例」という。）には，本件発明の構成
要件ＡＣＤＥＦがいずれも開示されている。本件発明と引用例とは，形式的には，
構成要件Ｂの「前記保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する」の部分が相
違する。
    　　しかし，構成要件Ｂは，本件発明の属する技術分野において本件特許出願
時に一般的に知られている技術であって，多数の公知文献が存在するから（乙２な
いし７），両者は実質的に同一である。
    　　原告は，これらの公知文献と本件発明は技術分野が異なると主張するが，
本件発明の技術分野は，「プリント基板に取り付けるための小型電子部品に関する
技術分野」であり，水晶振動子や圧電振動子の外に，チップコンデンサー，ヒュー
ズホルダーも含まれる。したがって，上記公知文献とは技術分野も同一である。
    　　また，平成７年１１月９日付け特許異議決定書（乙１７）では，位置決め
用片を水晶振動子本体アース用外部端子と兼用させることにより（構成要件Ｅ），
ノイズに強い水晶振動子が得られるという格別の効果を奏する点を根拠として本件
発明の進歩性が肯定されたといえることからすると，構成要件Ｂは本件発明の主要
部とはなり得ない。
      　したがって，本件発明は，引用例に記載された考案に構成要件Ｂという周
知・慣用技術を付加したものであって，新たな効果を奏するものではないし，課題
解決のための具体化手段における微差があるにすぎないから，引用例と実質的に同
一であり，特許法２９条の２により無効である。
    (2)　原告は，引用例には構成要件Ｃも記載されていないと主張するが，引用例
には「圧電振動子１１は他のリードフレーム１３’に位置合わせされているもので
ある」（２頁）と記載されており，第２図にその具体的態様が明示されていること
から，当業者であれば，圧電振動子の頂面がリードフレームに当接しているものと
把握できる。引用例における「位置合わせ」と本件発明の「位置決め」及び「当
接」は技術的意義として等価であるから，構成要件Ｃは引用例に記載されていると
いえる。
    　　同様に，引用例には「第２図に示す断面図のように，既に気密封止されて
いる円筒形状の圧電振動子１１のリード線１２をリードフレーム１３に，ハンダ１
４で固着し，リードフレームの一部を残して圧電体１０全体を金型に入れ樹脂等の
物質１５でモールドすることが出来る。」（２頁６ないし１１行）と記載されてお
り，これは構成要件Ｄに該当する。
    　　さらに，引用例には「圧電振動子のケースとリードフレームが導通するた
めシールドのための端子として使用出来る」（６頁４ないし８行）と記載されてお
り，これは構成要件Ｅに該当する。
  〔原告の主張〕



    (1)　特許法２９条の２で無効とされる発明は，先願の明細書又は図面に記載さ
れた発明と同一の発明であり，「記載された発明」には「記載されているに等しい
事項」も含まれるが，あくまで先願の明細書に記載されている事項から技術常識を
勘案すれば導き出せるものも含むということであり，記載されている事項と離れ
て，他の公知文献を持ってきて組み合わせたものは該当しない。引用例には，構成
要件Ｂの圧電振動子の外周面に適合する曲面を有する突片が記載されていないか
ら，本件発明は引用例と同一の発明ではない。
    (2)　また，構成要件Ｂも周知・慣用技術ではない。本件発明の技術分野は，水
晶振動子の構造，製造技術であり，被告らが主張する「プリント基板に取り付ける
ための小型電子部品に関する技術分野」ではない。したがって，被告らが挙げる公
知文献は，いずれも本件発明とは対象が異なり，水晶振動子における周知，慣用技
術ではない。
    (3)　引用例における他のリードフレームと圧電振動子との関係は，モールド注
入時に浮き出るような関係であって，圧電振動子の頂面がリードフレームに当接し
ているとは記載されておらず，本件発明の構成要件Ｃの位置決めとは異なる。引用
例に，構成要件Ｂ及びＣが記載されていない以上，これを前提とする構成要件Ｄ及
びＥも記載されていない。
  ６　争点(2)イ（要旨変更）について
  〔被告らの主張〕
    (1)　請求項１の補正
      ア　本件特許は，平成６年６月６日付けの拒絶理由通知書に応答して，同月
８日に提出された出願公告決定前の最終の手続補正書（乙１２の８）で補正された
ものである。しかし，上記最終補正のうち，「前記外周面位置決め用片ないし保持
容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」の補正事項は，
本件特許の出願当初の明細書（乙１２の１。以下「当初明細書」という。）に記載
がない。
      　　上記補正が認められるためには，本件出願当時の特許法４１条により，
出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要する。したが
って，少なくとも①「水晶振動子本体アース用外部端子」が記載されていること，
②前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片が水晶振動子片を封入
した保持容器と電気的に確実に接続されて，水晶振動子本体アース用外部端子とし
て作用している構成が具体的構成として明細書又は図面に記載されていること，③
水晶振動子本体アース用外部端子と保持容器との電気的接続をどのように確保して
いるかなどが具体的構成として明細書又は図面に記載されていることが必要であ
る。
      　　しかし，出願当初の明細書には，通電用端子と電気的に分離した固定専
用の端子を設ければ，保持容器を固定用端子を介してアースすることが可能になる
との示唆を与えているだけで，上記①ないし③の記載は全くない。
      イ　当初明細書に記載された発明は，「水晶振動子本体を金属フレーム上に
位置決めしてモールドする」という技術的思想であったため，実施例として記載さ
れた金属フレームの突片（外周面位置決め用片）による「保持」及び金属フレーム
の連結片（保持容器頂面位置決め用片）による「当接」の機能作用は，保持容器を
金属フレーム上に位置決めすることのみであった。したがって，当初明細書に記載
されている実施例においては，「保持」又は「当接」によって保持容器との間の電
気的接続をすることは必要性がなく，全く開示されていなかった。まして，保持容
器との間を電気的接続して位置決め用片をアース用外部端子とした構成は，全く開
示されていなかった。
      　　次に，当初明細書のアース用外部端子に関する記載は，単にその可能性
の示唆のみで，完成された発明の実施例としての具体的な記載ではない。完成され
た発明の実施例としては，単なる発明の示唆ではなく，前記「保持」又は「当接」
によって，水晶振動子本体（保持容器）と位置決め用片とを電気的に接続してアー
ス用外部端子としたことが「保持」又は「当接」の機能作用として記載されている
ことが必要である（特許法３６条４項）。位置決め用片をアース用外部端子とする
には，保持容器と前記「保持」又は「当接」との間の電気的接続がなければ発明と
して成立しないからである。
      　　原告は，「保持」又は「当接」を「接触」なる用語にすり替えて，「保
持」又は「当接」が電気的接続があるかのごとく主張するが，当初明細書において
は，「接触」なる用語の記載はなく，電気的接続の技術的思想もなかったのである



から失当である。「保持」又は「当接」なる用語は，当初明細書の記載から，保持
容器を金属フレーム上に位置決めするという機械的な接触の機能を果たすに過ぎ
ず，「接触」という用語にしても，「保持」又は「当接」の結果として２つの部材
が機械的に触れている状態を意味するもので，「電気的接続」を意味するものでは
あり得ない。「接触」があっても，１００％電気的導通が保証されるものでなけれ
ば，「電気的接続」とはいえない。
      ウ　しかも，本件特許の審査，審判の経過をみると，上記補正事項を追加す
ることによって拒絶理由を回避して特許が認められたものであり，本件発明の特徴
事項は，まさに上記補正事項部分であるといえるから，この補正は実質的にも特許
請求の範囲を変更する補正であり，要旨変更といえる。
      エ　この手続補正は，出願公告決定（平成６年７月８日）謄本送達前の補正
であるから，本件特許の出願日は，本件出願当時の特許法４０条により手続補正書
提出日である平成６年６月８日に繰り下がる。したがって，本件発明は，出願公開
日昭和６２年２月１４日である本件特許の公開特許公報（乙１２の２）が出願日前
に頒布された刊行物となるので，特許法２９条２項により無効である。
    (2)　請求項２の補正
    　　本件特許の特許請求の範囲請求項２には，「前記保持容器外周面位置決め
用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とするフ
レーム製造工程」という構成要件があるが，これは，出願当初の明細書（乙１２の
１）には記載がなかったところ，公告決定前である平成４年４月２４日付けの補正
書（乙１２の６）で全文補正され，これに基づいて公告決定後の平成７年１０月６
日付け手続補正書（乙１２の１１）で補正されたものである。
    　　当初明細書には，保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決
め用片に相当する突片７Ａ３，７Ａ４ないし連結片７５のフレームの製造についての
記載はあるが，「水晶振動子本体アース用外部端子」も「保持容器外周面位置決め
用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とするフ
レーム製造工程」も全く記載がなく，明細書の記載より自明の事項でもない。
    　　よって，この手続補正は，本件出願当時の特許法４１条に反する要旨変更
であり，出願公告決定（平成６年７月８日）謄本送達前の補正であるから，本件特
許の出願日は，同法４０条により手続補正書提出日である平成６年６月８日に繰り
下がる。したがって，出願公開日昭和６２年２月１４日である本件特許の公開特許
公報（乙１２の２）が出願日前に頒布された刊行物となり，この刊行物は本件発明
の出願当初の明細書であるから，特許請求の範囲請求項２の出願日繰り下がりの効
果が請求項１にも及ぶ以上，本件発明は，特許法２９条２項により無効である。そ
うすると，本件特許の特許請求の範囲請求項２は，出願公告決定前の拒絶査定不服
審判請求時の補正事項に基づいて補正されたもので，しかも，その補正事項は出願
当初の明細書に記載のない事項であるから，前記出願公告決定前の拒絶査定不服審
判請求時の補正は要旨変更であることが明らかである。
  〔原告の主張〕
    (1)　請求項１の補正
    　　「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子
本体アース用外部端子とした」の補正事項は，本件特許の出願当初の明細書（乙１
２の１）に記載されていた事項である。すなわち，保持容器外周面位置決め用片で
ある突片７Ａ３，７Ａ４ないし保持容器頂面位置決め用片である連結片７５が水晶振
動子本体に接触しているので，当然これらを介して水晶振動子本体をアースするこ
とができる。また，当初明細書には，「この外部端子７３，７４は通電用端子ではな
く，固定専用の固定用端子となる。この例のように固定用端子を設ければ，保持容
器１を固定用端子を介してアースすることが可能となるので，そうすることによっ
てシールド効果が得られ，ノイズに強い水晶振動子が得られる。」（１２頁９ない
し１４行）と，実施例として記載されている。
    　　被告らは，①ないし③の具体的記載が必要であると主張するが，金属製の
水晶振動子本体（保持容器）をアースするためには，外部端子が水晶振動子本体に
接触する構造が得られればよく，それ以上の構成は必要ない。また，本件発明にお
ける位置決めは，保持及び当接によるもので，接触を伴う位置決めであること及び
この接触によって電気的接続がなされていることは明細書に記載するまでもなく明
白である。
    　　したがって，平成６年６月８日付け手続補正書による補正は，当初明細書
に記載された事項の範囲内のものであり，明細書の要旨変更ではない。



    (2)　請求項２の補正
    　　本件発明は，昭和６０年８月７日に出願されているので，昭和５０年法が
適用になる。昭和５０年法において，無効審判は一発明ごとに請求ができる。
    　　本件発明は，請求項１で物の発明を，請求項２で方法の発明を出願した併
合出願であるが，併合特許の一つについて特許無効の理由があるときは，各発明ご
とに特許がされたものとして取り扱われる（本件出願当時の特許法１２３条後
段）。また，一つの発明について要旨変更があるときは，特許無効の理由があると
きと同様に，各発明ごとに特許がされたものとして取り扱われ，要旨変更があった
発明についてのみ出願日が繰り下げられる（同法４０条）と解すべきである。した
がって，被告らの主張は失当である。
  ７　争点(2)ウ（特許法３６条）について
  〔被告らの主張〕
    　「アース用外部端子とした」とある点については，その技術内容について開
示がなく，電気的接続が確実に行われることの具体的裏付けの記載がない。
    　したがって，本件発明は，記載不備であり，特許法３６条に違反し，無効で
ある。
  〔原告の主張〕
    　保持容器と外部端子は頂面と外周面の接触により位置決めされており，その
後，樹脂が注入され，頂面ないし外周面の接触が維持されることは当業者であれば
自明である。外部端子が保持容器に接触していれば，アースをとることができ，
「アース用外部端子とした」点については，それ以上の説明は要しない。
    　したがって，記載不備には当たらない。
  ８　争点(3)（実施料相当額）について
  〔原告の主張〕
    (1)　実施料相当額
      ア　本件発明は，平成６年１１月１４日，出願公告となり，被告らは平成１
２年ころまでは被告製品を製造販売しているから，問題となる期間は，少なくとも
平成６年度（１２月以降翌年３月までの４か月間）から平成１２年度上期（６か月
間）までである。
      　　被告らは，対象物件１の販売によって，上記期間中に，少なくとも合計
１５２億７０００万円の売上を計上している。また，被告らは，対象物件２の販売
によって，上記期間中に，少なくとも合計１２億２０００万円の売上を計上してい
る。
      　　本件発明の内容，その他の事情を考慮すると，原告の被った損失は，対
象物件１及び２の販売価格を基礎として，その１０％に当たる金員が実施料相当額
であるから，１６億４９００万円となる。
      イ　計算鑑定書を前提とすると次のようになる。
      　　被告らが出願公告日である平成６年１１月１４日から平成１５年３月３
１日までに製造・販売した対象物件１の売上高は，２９億７９９８万４３５１円で
あり，対象物件２の売上高は，２億２９６９万４３１３円である。よって，被告ら
が平成６年１１月１４日から平成１５年３月３１日までに製造・販売した被告製品
の売上高の合計は，３２億０９６７万８６６４円である。
      　　本件発明の内容，その他の事情を考慮すると，原告の被った損失は，対
象物件１及び２の販売価格を基礎として，その１０％に当たる金員が実施料相当額
であるから，３億２０９６万７８６６円となる。
      ウ　実施料相当額の算定要素としては，侵害者が発明の実施により得た利益
を考慮要素とすべきである。特許法１０２条２項の「その者がその侵害の行為によ
り利益を受けているとき」の利益は，いわゆる限界利益であるが，実施品の売上額
から材料価格や包装費用等の販売のための変動経費のみを控除し，販売費及び一般
管理費は控除の対象としないものである。そこで，被告らの限界利益を算定する。
      　　原告は，本件発明を実施した製品（ＭＧ３Ａ。甲９）を，昭和６１年こ
ろから平成１２年３月３１日まで製造販売していた。平成６年下期から平成９年下
期における平均販売価格は５４．７円，また平均変動経費は１９．５円であり，平
均変動経費率は３５．６％である。
      　　利益を事業の基礎なる資金，営業力，特許発明に基づくとすれば，この
三者によって利益は按分され，特許発明に基づく利益は原則として１／３であり，
資金，組織力，協力者，特許発明に基づくとすれば，特許発明に基づく利益は原則
として１／４である。そうであれば，相当な実施料率は，



      　（１００％－３５．６％）×１／３＝２１．４％又は
      　（１００％－３５．６％）×１／４＝１６．１％である。
      　　したがって，１０％を下らない割合が本件発明の実施料率として相当で
ある。
    (2)　利得の不存在について
      　被告らは，利得が被告らには存在しないと主張するが，本件発明と同じ構
造の水晶振動子を製造販売するだけで，本件発明の実施となる。そのアース用外部
端子により，実際にアースをとるかとらないかは，無関係である。
      　被告らは，本件発明を無断実施することによって，本来支払うべき実施料
相当額の支払を免れた利益を常に得ており，原告は被告らによる本件特許の無断実
施によって，本来支払われるべき実施料相当額を得ていない損失を受けており，こ
の利益と損失の間には，因果関係が認められる。
  〔被告らの主張〕
    (1)　利得の不存在　　
      　被告製品においては，水晶振動子を「アース用外部端子」としては，一切
設計されず，製造されず，販売されず，購入されず，使用されていない。したがっ
て，本件特許請求の範囲である「アース用外部端子としたことを特徴とする」製品
の販売による「利得」は，被告らには存在していない。
      　仮に「アース用外部端子としたことを特徴とする」製品として販売されて
いたならば，そのような特徴を有しない水晶振動子の価格より高く販売される差額
分が利得に相当するはずであるが，本件ではそのような特徴を有する製品として，
販売価格の設定がされているわけではない。
      　また，そのような特徴を有する製品として販売するには，電気的接続を確
実に取り，その点の試験を行う必要があり，「アース用外部端子としたこと」の保
証が必要であるところ，むしろそのような使用を納品仕様書において明示的に禁止
している。製品のコストにも差が出るため，単なる水晶振動子とは，構造的にも価
格的にも別個の製品となるはずであるが，被告製品はそのような製品として販売さ
れていない。
      　被告製品の販売ルートは，特販事業本部による業者向けの販売のみであっ
て，単体としては一般個人に向けては出していない。購入者は，被告製品を一部品
として組み込んで最終製品を製造するセット・メーカーが主たる購入者であるが，
セット・メーカーから見れば，製品保証のない商品は，商品価値がなく，本件の
「アース用外部端子」を有する水晶振動子としての製品保証の有無が商品としての
価値に影響を与えることになる。
      　また，原告も被告製品の外部端子が「アース用外部端子」として使用され
ているかどうかについては，何らの主張立証をしていない。
      　さらに原告は，自ら「外部接続不可」と表示して，本件特許を実施したと
思われる原告の製品を販売しているのであり，本件発明には何らの価値がない。つ
まり，原告自ら本件発明の特徴（アース用外部端子として使えること）を有する製
品として価値があるとは評価していないことを意味する。
      　したがって，原告にも，本件発明に基づく損害は全くない。被告らには何
らの利得もなく，原告にも損失がない以上，その両者の間に因果関係もない。
    (2)　実施料相当額
      ア　原告が主張する被告らの被告製品の売上額は，根拠のない金額である。
被告らにおいて，被告製品の売上高を計算したところ，総額では３２億２９２２万
００２４円を超えないことが判明した。内訳としては，対象物件１が合計２９億９
９６２万０６１５円であり，対象物件２が２億２９５９万９４０９円である。
      　　なお，ＣＭ２００の最終販売時期は，平成９年１０月であり，ＣＭ３０
９の最終販売時期は，平成１３年３月である。ＣＭ２５０については販売実績がな
い。ＣＭ３０９Ｓは，平成１２年５月１３日から改造後の金型による製造を開始し
ている。
      イ　原告のＭＧ３Ａという製品は，その位置決め用片に繋がる外部端子につ
いて，構造を変更することなく，「ＧＮＤ」（アース用外部端子としての使用が可
能）という表記から「外部接続不可」という表記に変更し，「位置決め用片をアー
ス用外部端子としたことを特徴とする水晶振動子」としては使用できないことを表
示しており，本件発明の実施品とはいえない。
        　本件発明の対象物は，「小型電子部品の分野」又は「水晶振動子」であ
って，「電子部品」と分類することができる。発明協会によれば，電子部品に関し



ては，実施料率は１．０％が最頻値と報告されている（乙３２）。ましてや本件発
明のように，基本特許どころか，「水晶振動子」のごく一部の構成に関する特許で
ある場合には，最頻値である１．０％を超えることはありえず，相当低い実施料率
となるし，更には，製品に対して何らの付加価値を与えないような特許に関して
は，実施料相当額はゼロである。
        　原告製品も被告製品も，「位置決め用片をアース用外部端子としたこと
を特徴とする水晶振動子」ではないから，本件特許の実施品は全く販売されておら
ず，被告製品における本件発明の寄与度もゼロである。本件発明の実施許諾例はな
く，同種の発明についての許諾例もない。したがって，本件特許の重要度もゼロで
ある。本件発明の価値は，仮にあるとしても，代替手段への交換をする費用，せい
ぜい１５０万円ないし５００万円程度である。
      ウ　原告の実施料率の主張は，根拠を欠く。
        　特許法１０２条２項は，不当利得には類推適用されないから，特許法１
０２条３項の解釈に同条２項の解釈を混在させている原告の主張は，その前提にお
いて法律解釈上の誤りがある。
        　また，前記アのとおり，原告の製品は，本件特許の実施品ではない。個
々の具体的な事情の検討なくして単純に１／３とか１／４を掛けるのは論理の飛躍
である。本件発明の寄与率は，前記アのとおりゼロであるから，資金，営業力など
と均等に按分されるという計算方法も誤りである。平均単価についても，平成１０
年上期以降の数字を原告が示さないのは不自然であるし，水晶事業部全体の限界利
益率を，個々の水晶振動子にそのまま使用していることも不当である。
        　したがって，原告が主張する実施料率には何ら根拠がない。
第４　当裁判所の判断
  １　本件明細書の記載
    (1)　本件明細書には，前記特許請求の範囲の記載のほか，発明の詳細な説明の
欄に，構成要件Ｂの「適合」，構成要件Ｃの「当接」，構成要件Ｄの「位置決めし
てモールド」，構成要件Ｅの「アース用外部端子」について，次のとおりの記載が
ある（甲２）。
      ア　「前記水晶振動子本体の保持容器の外周面に適合した保持容器外周面受
け片及び保持容器の頂面が当接する連結片とを有し保持容器と接触したアース用外
部端子を設けてなるものである。」（４欄２４ないし２７行）
      イ　「その製造方法は，金属板から，リード接続用外部端子と，水晶振動子
本体の保持容器の外周面に適合した曲面の受け片及び保持容器の頂面に当接する連
結片とを有するアース用外部端子が一対の連結帯間に連がった（ママ）金属フレー
ムを作るフレーム製造工程と，前記金属フレームの連結片と受け片に保持容器の頂
面と外周面を当接して金属フレーム上に水晶振動子本体を位置決めする位置決め工
程と，」（４欄２８ないし３５行）
      ウ　「前記水晶振動子本体の保持容器の外周面に適合する位置決め用端子
と，内端に保持容器の頂面が接触するアース用外部端子とを設けたものとすること
ができる。」（４欄４３ないし４６行）
      エ　「その製造方法は金属板から，リード接続用外部端子と，水晶振動子本
体の保持容器の外周面に適合した曲面を有する位置決め用端子と，内端が保持容器
の頂面に当接するアース用外部端子が連がった（ママ）連結片が一対の連結帯間に
連がった（ママ）金属フレームを作るフレーム製造工程と，前記金属フレームのア
ース用外部端子の内端と位置決め用端子の曲面に保持容器の頂面と外周面を当接し
て金属フレーム上に水晶振動子本体を位置決めする位置決め工程と，」（４欄４７
行ないし５欄５行）
      オ　（第２図において）「アース用の外部端子７３，７４の内端側は，保持容
器１の頂面から底面側に若干変位した上部位置にて互に離間して対向する幅広の突
片７Ａ３，７Ａ４，これら突片７Ａ３，７Ａ４の基部を互に連結して前記頂面に沿っ
て伸びる連結片７５とが設けられ，前記突片７Ａ３，７Ａ４は保持容器１の外周面に
適合するよう湾曲している。このような金属フレーム５を用いた場合には，保持容
器１は，その外周面が湾曲した突片７Ａ３，７Ａ４により保持され且つその頂面が連
結片７５に当接した状態で金属フレーム５に対して位置決めされる。従ってこの例
では水晶振動子本体の位置決めが確実で且つ容易なものになり，リード７１，７２を
所定位置で確実にスポット溶接できるという利点がある。」（５欄４１行ないし６
欄３行）
      カ　「このときアース用外部端子７３，７４をアースすれば，保持容器１がア



ースされシールド効果が得られるので，ノイズに強い水晶振動子として使用でき
る。」（６欄１２ないし１４行）
      キ　（第４図において）「しかして連結帯６１，６２に両端が連がる（ママ）
連結片６４の中央部から，保持容器１の頂面に向かって頂面位置決めするアース用
外部端子８３が伸びると共にこのアース用外部端子８３の前記保持容器１の頂面に当
接する先端部分を，第４図（ａ）に点線で示し，第４図（ｂ）に長方形で示すよう
に容器頂面との接触面積が大きくなるように折り曲げている点，保持容器１の中央
部を保持するように湾曲した位置決め用端子８４，８５が設けられていて，保持容器
１の中央部をこの端子８４，８５により保持し且つ保持容器１の頂面をアース用外部
端子８３に当接することにより位置決めを行う点」（６欄２０ないし３０行）
      ク　（第６図において）「即ち外部端子９３，９４の内端側には，保持容器１
の頂面より若干底面側に変位した位置にて外部端子９３，９４を互に連結すると共に
その保持容器１の頂面位置にスリットＳが設けられ，その内側部分が保持容器１の
外周面に適合するよう湾曲した受け片９Ａ３となり，スリットＳの外側部分が前記
頂面に沿って伸びる連結片９Ａ４となるように作られている。これら受け片９Ａ３及
び連結片９Ａ４は，第１の例と同様に保持容器１周面及び頂面の位置決めの役割を
果たすものである。」（６欄３９ないし４７行）
      ケ　「保持容器１の外周面に適合して位置決めを行う部材としては，第１の
例のように互に離間した部材（突片７Ａ３，７Ａ４）であっても，第３の例のように
一体的な部材（受け片９Ａ３）であっても同様の効果が得られる。」（６欄４８行
ないし７欄１行）
      コ　「モールド成形工程において特に熱可塑性樹脂を用いた場合樹脂注入圧
が高いことから，上記の構造にすれば，注入圧により水晶振動子片が振れたり，ス
ポット溶接部がはずれたりするおそれがない。」（７欄６ないし１０行）
    (2)　本件明細書の発明の詳細な説明の欄には，本件発明が解決しようとする課
題，作用，発明の効果について，次のとおりの記載がある（甲２）。
      ア　「しかして水晶振動子本体をチップ部品同様に外部端子を設けモールド
したチップ形水晶振動子の製造方法も提案されている（特開昭５９－１３９７１２
号）。しかし，この製造方法は水晶振動子本体をその保持容器の底部から出ている
リードを金属フレームに溶接した片持支持状態でモールドしているため，モールド
時に，注入される樹脂の流れにより保持容器が傾むき，リード溶接部が外れたり，
保持容器が樹脂外部へ露出するなどの不良が発生する欠点があった。
      　また，このモールドされた水晶振動子は水晶振動子の保持容器をアースす
ることができないためノイズに弱い欠点があった。
      　本発明はこのような問題点を解決するためになされ（た）ものであり，製
造時に水晶振動子本体の位置決めが容易で，しかもモールド時の樹脂の流れにより
水晶振動子本体が傾いてリードの溶接が外れたりすることがなくなると共にモール
ドされた水晶振動子は実装時に保持容器をアースすることができノイズに強い状態
で使用しうる水晶振動子及びその製造方法を提供することを目的とするものであ
る。」（３欄４９行ないし４欄１８行）
      イ　「アース端子の受け片及び連結片，又は位置決め用端子及び保持容器の
頂面に接触するアース用外部端子により保持容器外周面及び頂面の位置決めが容易
となると共にモールド時に樹脂材の流れにより水晶振動子本体が傾いたりずれたり
するのが防止できる。このためモールド時に溶接されているリード端子が外れたり
することがない。モールドされた水晶振動子は保持容器と接触したアース用端子を
備えているので実装時にアース用端子をアースすることにより保持容器にシールド
効果が生じ，ノイズに強い水晶振動子として使用できる。」（５欄１１ないし２０
行）
      ウ　「(1)　位置決め用端子ないしアース用の外部端子の湾曲した部分で水晶
振動子の保持容器の上部外周面を保持すると共に，頂面位置と当接する連結片又は
アース用外部端子等により保持容器の頂面位置を決めているので，金属フレーム上
への水晶振動子の位置決めが確実で且つ容易なものになり，リードを所定位置で確
実に溶接することができる。
      　　(2)　モールドする場合，可塑性樹脂のように注入圧が高い場合であって
も保持容器の位置決めが確実になされているので，樹脂の流れによって水晶振動子
本体が傾いて溶接されているリードが外れたり，水晶振動子本体が樹脂外へ露出し
たりすることがない。
      　　(3)　アース用外部端子は（ママ）水晶振動子の保持容器は接触している



ので，アース用外部端子をアースすることによりシールド効果が得られ，ノイズに
強い水晶振動子として使用できる。」（７欄１９ないし３４行）
      エ　「モールド時に水晶振動子本体が動くことがないので，リードは０．３
㎜程度以下と極めて細いものを使用できる。このため水晶振動子片に対する溶接時
の熱負荷を非常に少なくできるので，周波数精度が損なわれることがない。」（８
欄１２ないし１４行）　
  ２　争点(1)ア（構成要件Ｂ「適合」）について
    (1)　構成要件の解釈
      ア　本件特許請求の範囲（構成要件Ｂ）には，「保持容器の外周面の形状に
適合する曲面を有する保持容器外周面位置決め用片」との記載があるから，保持容
器外周面位置決め用片の曲面が保持容器の外周面の形状に適合していることが必要
である。
      　　前記１(1)オ，クのとおり，本件明細書には，「適合」とは，第１の実施
例（第２図）における突片７Ａ３，７Ａ４と保持容器の外周面との関係，第３の実施
例（第６図）における受け片９Ａ３と保持容器の外周面との関係を示す文言として
記載されているが，その形状は，「保持容器の外周面に適合するように湾曲」して
いるというだけで，これ以上の説明はされていない。なお，本件明細書の図面にお
いては，実施例として，保持容器の外周面の形状とほぼ一致する曲面を有する外周
面位置決め用片が図示されている（第２，４，６図）。
      イ　前記１(2)の各記載によれば，本件発明は，①製造時に水晶振動子本体が
傾いてリード溶接が外れたりすることがなくなること，②実装時に保持容器をアー
スすることができ，水晶振動子をノイズに強い状態で使用しうることを目的とし，
そのために，ⅰ）外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片により水晶振動
子本体を位置決めしてモールドするとともに（構成要件Ｄ），ⅱ）前記外周面位置
決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とし
たことを特徴とするもの（構成要件Ｅ）である。
        　したがって，構成要件Ｂの外周面位置決め用片の形状も，水晶振動子が
傾かないように位置決めできるもので，かつアース用外部端子の役割を果たせるも
のでなければならず，そのような形状であればその目的を達するものである。すな
わち，外周面位置決め用片は，モールド時に，水晶振動子が傾かないように，保持
容器の外周面に適合する曲面を有すること及びアース用外部端子の役割を果たせる
ように保持容器に接触していることが必要であるが，水晶振動子を支えられる形状
であれば足り，外周面の形状と一致することまでは要求していないものと解され
る。
      ウ　被告らは，本件明細書の実施例の記載を根拠に，「適合」とは，保持容
器の外周面と外周面位置決め用片の曲面の形状が一致することを意味すると主張す
るが，本件特許請求の範囲を実施例に限定して解釈すべきではない。
    (2)　対象物件１の充足性
    　　対象物件１は，保持容器の外周面の曲面と外周面位置決め用片の曲面とで
は曲率が異なっており，かつ，外周面位置決め用片の曲率半径中心と保持容器の外
形の半径中心とがずれて保持されるよう設計されている。外周面位置決め用片の先
端部と外周面位置決め用片の根元部分の周辺に形成された金属フレームの端面角と
の６点支持によって保持容器を保持しているものである（乙１９の１ないし３）。
    　　したがって，対象物件１は，保持容器の外周面の曲面に外周面位置決め用
片の先端部のみが接触しているのであって，形状は一致していない。しかし，前
記(1)イのとおり，構成要件Ｂは，外周面位置決め用片が保持容器の外周面の形状と
一致することまでは要求していない。そして，対象物件１の外周面位置決め用片
は，水晶振動子が傾かないように水晶振動子を支えられる曲面を有しており，保持
容器に接触して，水晶振動子が傾かないように位置決めするものであるから，構成
要件Ｂの「保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する」ものであるというこ
とができる。
    (3)　したがって，対象物件１は，構成要件Ｂを充足する。
  ３　争点(1)イ（構成要件Ｃ「当接」）について
    (1)　構成要件の解釈
      ア　本件特許請求の範囲（構成要件Ｃ）には，「保持容器の頂面に当接する
保持容器頂面位置決め用片とを設け」と記載されているから，保持容器の頂面と保
持容器頂面位置決め用片とが当接していることが必要である。
      　　本件明細書には，「金属フレームの連結片と受け片に保持容器の頂面と



外周面を当接して金属フレーム上に水晶振動子本体を位置決めする位置決め工程」
との記載（前記１(1)イ），「金属フレームのアース用外部端子の内端と位置決め用
端子の曲面に保持容器の頂面と外周面を当接して金属フレーム上に水晶振動子本体
を位置決めする位置決め工程」との記載（前記１(1)エ），「金属フレーム５を用い
た場合には，保持容器１は，その外周面が湾曲した突片７Ａ３，７Ａ４により保持さ
れ且つその頂面が連結片７５に当接した状態で金属フレーム５に対して位置決めさ
れる」との記載（前記１(1)オ），「保持容器１の中央部をこの端子８４，８５によ
り保持し且つ保持容器１の頂面をアース用外部端子８３に当接することにより位置
決めを行う」との記載（前記１(1)キ）がある。このように，前記１(1)の本件明細
書の記載においては，「当接」がいずれも位置決め工程において必要とされること
が記載されている。
      イ　被告らは，保持容器の頂面と頂面位置決め用片との「当接」が，モール
ド工程においても確実に維持されていることが必要である旨主張する。
      　　モールド工程に関しては，本件明細書には，「モールド時に樹脂材の流
れにより水晶振動子本体が傾いたりずれたりするのが防止できる。このためモール
ド時に溶接されているリード端子が外れたりすることがない。」（前記１(2)イ），
「モールドする場合，・・・保持容器の位置決めが確実になされている」（前記
１(2)ウ），「モールド時に水晶振動子本体が動くことがない」（前記１(2)エ）等
の記載があるが，モールド工程において「当接」が必要か否かについて，明確な記
載はない。
      　　そして，前記１(2)の各記載からすると，本件発明は，①製造時に水晶振
動子本体が傾いてリード溶接が外れたりすることがなくなること，②実装時に保持
容器をアースすることができ，水晶振動子をノイズに強い状態で使用しうることを
目的とし，そのために，ⅰ）外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片によ
り水晶振動子本体を位置決めしてモールドするとともに（構成要件Ｄ），ⅱ）前記
外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外
部端子としたことを特徴とするもの（構成要件Ｅ）である。
      　　したがって，構成要件Ｃの保持容器頂面位置決め用片による保持容器の
頂面への「当接」も，水晶振動子が傾かないように位置決めできるもので，かつ，
外周位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片がアース用外部端子の役割を果
たせるものであればその目的を達するものである。すなわち，モールド時に水晶振
動子が傾かないように，位置決め時に保持容器の頂面に「当接」していることが必
要であるが，位置決め工程において「当接」していれば，モールド工程においても
「当接」していることは，必要とされていない。また，実装時にアース用外部端子
の役割を果たせるように保持容器に接触していることも必要であるが，これは，外
周面位置決め用片又は保持容器頂面位置決め用片のどちらかが保持容器に接触して
アース用外部端子の役割を果たせれば足り，保持容器頂面位置決め用片が常に保持
容器頂面に「当接」していることは必要とされていないと解される。
    (2)　被告製品の充足性
    　　被告らは，被告製品において，少なくとも位置決め時には，保持容器の頂
面と保持容器頂面位置決め用片とを当接させていることを認めている。被告製品の
保持容器頂面位置決め用片は，その位置及び形状からも，保持容器頂面に当接させ
ることによって，最初に水晶振動子の位置を決める役割を果たしており，いったん
「当接」してその役割を果たせば，その後，モールド工程においてまで「当接」し
ていることが必要でないことは，前記(1)のとおりである。
    　　被告らは，位置決め後のＣＭ３０９Ｓの写真（乙２３の１及び２）によれ
ば，保持容器頂面位置決め用片が保持容器頂面に「当接」していないと主張する
が，前記のとおり，位置決め後まで「当接」し続けていることまでは要求されてい
ないから，被告らの主張は理由がない。
    (3)　したがって，その余の点につき判断するまでもなく，被告製品は，構成要
件Ｃを充足する。
  ４　争点(1)ウ（構成要件Ｄ「位置決め」）について
    (1)　構成要件の解釈
    　　特許請求の範囲（構成要件Ｄ）には，「外周面位置決め用片と保持容器頂
面位置決め用片により水晶振動子本体を位置決めしてモールドする」と記載されて
いるから，構成要件Ｂにおける「外周面位置決め用片」と構成要件Ｃにおける「保
持容器頂面位置決め用片」とにより，水晶振動子本体を位置決めすることが必要で
ある。



    　　被告らは，構成要件Ｄの「位置決め」とは，最後のモールド工程の時点に
おいても位置決めが確実にされていることが要件とされていると主張するが，保持
容器の頂面と保持容器頂面位置決め用片との「当接」が，モールド工程においても
確実に維持されていることが必要とされていないことは，前記３で認定したとおり
である。
    (2)　被告製品の充足性
      ア　前記２で認定したとおり，被告製品は，「保持容器の外周面の形状に適
合する曲面を有する保持容器外周面位置決め用片」を有しており，また，前記３で
認定したとおり，位置決め工程において，「保持容器の頂面に当接する保持容器頂
面位置決め用片」を有している。したがって，被告製品は，いずれも位置決め工程
において，本件発明の「位置決め」のために必要とされる「保持容器外周面位置決
め用片」と「保持容器頂面位置決め用片」を有しているのであるから，構成要件Ｄ
に記載された構成によって，位置決めしているものと認められる。
      イ　被告らは，対象物件１のうちＣＭ３０９Ｓは，リード端子接続用外部端
子及び成形金型上の位置決めピンにより位置決めしてモールドしており，対象物件
１のうちＣＭ３０９及び対象物件２は，外周面位置決め用片と水晶振動子本体のリ
ードが溶接されたリード端子接続用外部端子により位置決めしており，構成要件Ｄ
を充足しないと主張する。
      　　しかし，被告製品は，前記のとおり，いずれも「外周面位置決め用片」
と「保持容器頂面位置決め用片」を有するものであり，まず最初は，保持容器外周
面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片とで，水晶振動子の位置決めをしてい
ると考えられる。
      　　被告らが主張するとおり，リード端子接続用外部端子や成型金型上の位
置決めピンに位置決め作用があるとしても，それは構成要件Ｄに記載された構成に
加えて，更に，リード端子接続用外部端子や成型金型上の位置決めピンによっても
重複して位置決めされているというのにすぎず，「保持容器外周面位置決め用片」
と「保持容器頂面位置決め用片」が，「位置決め」作用を失うことにはならない。
    (3)　したがって，被告製品は，いずれも構成要件Ｄを充足する。
  ５　争点(1)エ（構成要件Ｅ「アース用外部端子」）について
    (1)　構成要件の解釈
      ア　特許請求の範囲（構成要件Ｅ）には，「外周面位置決め用片ないし保持
容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」との記載があ
り，前記１(1)(2)の記載からすると，構成要件Ｅの「アース用外部端子」とは，①
保持容器と接触しており，②実装時にアース用端子をアースすることにより保持容
器にシールド効果が生じ，ノイズに強い水晶振動子として使用できるものであると
認められる。
      イ　被告らは，本件明細書の記載及び出願経過から，構成要件Ｅの「アース
用外部端子としたことを特徴とする」とは，１００％確実に電気的な接続が行われ
ていること，すなわち，通電用端子と同じ電気的接続の信頼性を持っており，アー
ス用外部端子として使用できることが保証されていることを意味すると主張する。
        (ア)　しかし，そもそも，１００％確実に電気的な接続が行われているこ
とと，通電用端子と同じ電気的接続の信頼性を持ち，アース用外部端子として使用
できることが保証されていることとは，同義ではない。
        (イ)　また，本件明細書には，構成要件Ｅの「アース用外部端子」につい
て，前記①②の要件しか記載されていない。そして，「アース用外部端子７３，７４

をアースすれば，保持容器１がアースされシールド効果が得られる」（前記１(1)
カ），「実装時に保持容器をアースすることができ」（前記１(2)ア），「実装時に
アース用端子をアースすることにより」（前記１(2)イ），「アース用外部端子をア
ースすることにより」（前記１(2)ウ）の各記載に照らせば，上記②については，実
装時にアース用端子をアースすることにより保持容器にシールド効果が生じ，ノイ
ズに強い水晶振動子として使用できるという構成を有していれば，それ以上に，１
００％確実に電気的な接続が行われていることを検査したり，保証したり，アース
用外部端子として使用できることを明示して販売したり，購入者が実際にアース用
外部端子として使用する必要はないものと解される。
        (ウ)　また，本件特許取得の経緯については，以下の事実が認められる。
          ａ　本件特許は，昭和６０年８月７日，出願されたが（特願昭６０－１
７３７０１号），当初出願は，保護容器に密封された水晶振動子本体を，金属フレ
ームに取り付け，その後樹脂モールドを行うという水晶振動子の製造方法の発明で



あった（乙１２の１）。アースに関しては，発明の詳細な説明の実施例に，「保持
容器１を固定用端子を介してアースすることが可能になるので，そうすることによ
ってシールド効果が得られ，ノイズに強い水晶振動子が得られる」との記載があっ
た。
          ｂ　平成３年６月１１日付け拒絶理由通知書（乙１２の３）に対し，原
告は，同年９月７日，意見書を提出するとともに（乙１６），同拒絶理由通知に引
用された先行技術を回避するために，１回目の全文補正を行った（乙１２の４）。
原告は，上記補正の際，物の発明を３つ追加し，製造方法の発明はそれらの従属項
とした上，発明の効果の欄に「位置決め用外部端子と水晶振動子の保持容器は接触
しているので，位置決め用外部端子をアースすることによりシールド効果が得られ
る」という記載を追加した（乙１２の４）。
          ｃ　平成４年３月１０日，本件特許出願は，拒絶査定となった（乙１２
の５）。原告は，同年３月２７日，拒絶査定不服審判を請求し，同年４月２４日，
２回目の全文補正を行った（乙１２の６）。原告は，上記補正の際，物の発明２つ
とそれらの従属する製造方法の発明２つに変更し，特許請求の範囲に「保持容器と
接触したアース用外部端子を設ける」との記載を追加した。また，発明が解決しよ
うとする課題の欄に「実装時に保持容器をアースすることができノイズに強い状態
で使用しうる」との記載を，課題を解決するための手段の欄に「保持容器と接触し
たアース用外部端子」との記載を，作用の欄に「保持容器と接触したアース用端子
を備えているので実装時にアース用端子をアースすることにより保持容器にシール
ド効果が生じ」との記載を追加した。さらに，実施例の説明においても，「位置決
め用外部端子」を「アース用外部端子」との記載に変更した（乙１２の６）。
          ｄ　平成６年６月６日付け拒絶理由通知に対し，原告は，同年６月８
日，補正書を提出した（乙１２の８）。原告は，上記補正の際，物の発明と製造方
法の発明の２つの独立項とし，物の発明（請求項１）について，「外周面位置決め
用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」
という，本件特許請求の範囲請求項１の表現に変更した（乙１２の８）。
          ｅ　平成６年７月８日，出願公告決定がされ，同年１１月１４日，出願
公告がされた（特公平６－９１４０４号。乙１２の９）。平成７年２月３日，特許
異議が申し立てられ（乙１７），同年９月１９日，特許請求の範囲請求項２の記載
に関する拒絶理由通知が出され（乙１２の１１），請求項２に関する補正がされた
が，平成７年１１月９日，特許異議の申立ては理由がないとする決定がされた（乙
１７）。上記決定は，特許請求の範囲請求項１については，位置決め用片を水晶振
動子本体アース用外部端子と兼用させる点が異議申立人の提示した刊行物には記載
されておらず，本件発明は，上記の点を具備することにより，ノイズに強い水晶振
動子が得られるという格別の効果を奏するものと認めるとの理由であった。
          ｆ　平成８年３月２８日，本件特許が登録された。
        　　以上認定の出願経過によれば，位置決め用片を水晶振動子本体アース
用外部端子と兼用させることが本件発明の特許性を基礎付けたものといえるが，そ
のことをもっても，構成要件Ｅの「アース用外部端子」が１００％確実に電気的な
接続が行われていることを検査したり，保証したり，アース用外部端子として使用
できることを明示して販売したり，購入者が実際にアース用外部端子として使用す
ることを必要とするものであることを認めるに足りない。
        (エ)　よって，被告らの上記主張は採用することができない。
    (2)　被告製品の充足性
      ア　原告が無作為に入手した対象物件１について，水晶振動子本体と外部端
子間の抵抗値を測定したところ，全試料において，水晶振動子本体と外部端子間が
導通していることを示す値であったことが認められる（甲７の１及び２，甲８）。
また，被告ミヨタ社員の陳述書（乙１０）には，対象物件１について，「シリンダ
ータイプ水晶振動子をリードフレームにセットする。（管をリードフレームの保持
用片に差し込む）」との記載があり，リードフレーム上に単に置くよりも，差し込
む方が保持容器と位置決め用片との接続が確実にされていると解される。
      　　対象物件２については，このような実験はされていないが，基本的な構
成が対象物件１と同じであること，対象物件１では，モールド樹脂の流れによって
生じる圧力により保持容器とアース用外部端子の接触が外れることは認められず，
同じ構成の対象物件２でも同様であると考えられることから，対象物件２について
も，水晶振動子本体と外部端子間は，導通していると推認される（甲１３）。
      　　したがって，被告製品は，いずれも保持容器と外部端子間が導通してい



るから接触しているということができ，また，実装時にアースすることにより使用
することが可能な構成を有していると認められ，その結果，保持容器にシールド効
果が生じ，ノイズに強い水晶振動子として使用できるのであるから，構成要件Ｅを
充足する。
      イ　被告らは，被告製品は，アース用外部端子としては製造，販売，検査，
使用されておらず，保証もされていないと主張する。
      　　そして，被告製品が完成品の状態で水晶振動子の管と管保持用片との接
続を十分にとることができなかったり，導通検査ができなかったため，被告らは，
その外部端子をアース用として保証できず，アース用としては販売していない旨の
被告ら社員の陳述書があり（乙１０，２０，２２，３７），対象物件１のうちＣＭ
３０９Ｓの納入仕様書では，外部端子について，「外部接続しないでください。」
との記載がある（乙８の１）。また，被告らは，被告製品を使用していた回路基板
について，水晶振動子の固定端子を接続していた端子と外部入出力端子との間の導
通を調べたところ，導通している箇所が見られなかったとの試験報告書を提出して
いる（乙２１）。
      　　上記事実からすれば，被告製品は，実装時にアースすることにより保持
容器にシールド効果が生じ，ノイズに強い水晶振動子として使用することが可能な
構成を有してはいるが，その外部端子をアース用としては販売したり使用したりし
ていないものがあることになる。
      　　しかし，前記(1)のとおり，構成要件Ｅの「アース用外部端子」について
は，①保持容器と接触しており，②実装時にアース用端子をアースすることにより
保持容器にシールド効果が生じ，ノイズに強い水晶振動子として使用できるという
構成を有していれば，それ以上に，１００％確実に電気的な接続が行われているこ
とを検査したり，保証したり，その外部端子がアース用として使用できることを明
示して販売したり，購入者が実際にアース用として使用する必要はない。そして，
被告製品は，上記①②の構成を有し，本件発明の作用効果を奏する以上，本件発明
の構成要件Ｅを充足するものである。
      　　客観的に本件発明と同じ構成の水晶振動子を製造販売しながら，その外
部端子の使用の態様や販売の意図が異なるからといって，被告製品が本件発明の技
術的範囲に属しないとすれば，特許権侵害を容易に回避することができ，衡平に反
する。よって，被告らの主張は採用できない。
    (3)　したがって，被告製品は，構成要件Ｅを充足する。
  ６　争点(2)ア（特許法２９条の２）について
    (1)　引用例の記載
    　　引用例（実願昭５９－１２５８３９号（実開昭６１－４００３２号）のマ
イクロフィルム）には，次のとおりの記載がある（乙１）。
      ア　「圧電振動子のリード線をリードフレームに固着し該リードフレームの
一部を残して全体を物質でモールドする圧電体において，該リード線を熱硬化性の
導電性固着部材で固着し，かつ該圧電振動子を他のリードフレームに固着部材で固
定したことを特徴とする圧電体。」（実用新案登録請求の範囲）
      イ　「第２図に示す断面図のように，既に気密封止されている円筒形状の圧
電振動子１１のリード線１２をリードフレーム１３に，ハンダ１４で固着し，リー
ドフレームの一部を残して圧電体１０全体を金型に入れ樹脂等の物質１５でモール
ドすることが出来る。」（２頁６ないし１１行）
      ウ　「また，圧電振動子１１は他のリードフレーム１３’に位置合わせされ
ているものであるが，モールドの際の高圧により移動してしまいモールド後に圧電
振動子がモールドした表面より浮き出る恐れも生じていた。」（２頁１９行ないし
３頁３行）
      エ　「一方，リード線１２を固着したリードフレーム１３とは反対側にある
リードフレーム１３’は圧電振動子１１の位置合わせに使われているものである
が，物質１５によるモールドの際の高圧により位置がズレてしまい，最悪の場合に
は圧電振動子の一部がモールドの表面から浮き出てしまう等の不具合があった。そ
こで，リードフレーム１３’に圧電振動子１１を位置合わせした後，固着部材２６
により圧電振動子１１を固着する。」（４頁１０ないし１８行）
      オ　「圧電振動子と他のリードフレームとの固着部材としては，導電性，絶
縁性のどちらのものでも良い。もし，導電性のものを使用した場合圧電振動子のケ
ースとリードフレームが導通するためシールドのための端子として使用出来る。」
（６頁４ないし８行）



      カ　「また，圧電振動子としては，水晶振動子の他に，圧電セラミックやタ
ンタル酸リチウム等が挙げられる。」（６頁９ないし１１行）
    (2)　本件発明と引用例との対比
      　前記(1)ウのとおり，従来例においては，モールド時に本件発明が解決しよ
うとする課題，すなわち，「モールド時に，注入される樹脂の流れにより保持容器
が傾むき，リード溶接部が外れたり，保持容器が樹脂外部へ露出するなどの不良が
発生する欠点があった。」（本件明細書４欄４ないし７行）と同様の課題が存在し
ていた。引用例は，前記(1)ア及びエのとおり，圧電振動子を他のリードフレームに
固着部材で固定することでこの課題を解決しようとするものである。これに対し，
本件発明は，構成要件Ｂ及びＣにあるように，「前記保持容器の外周面の形状に適
合する曲面を有する保持容器外周面位置決め用片と，前記保持容器の頂面に当接す
る保持容器頂面位置決め用片とを設け」ることにより，リードがはずれたり水晶振
動子本体が露出したりすることがないように，この課題を解決しようとするもので
ある。
      　以下，引用例に本件発明が開示されているか否かを各構成要件ごとに検討
する。
      ア　構成要件Ａ
      　　引用例における「リード線１２」と「リードフレーム１３」は，それぞ
れ本件発明における「リード端子」と「外部端子」に相当するものと認められる。
また，圧電振動子のケースとリードフレームが導通するのであるから（前記(1)
オ），ケースが金属ケースであることが開示されている。
      　　そして，前記(1)ア及びイの記載と引用例の第２図からすると，引用例に
は，本件発明の構成要件Ａの「リード端子を有する水晶振動子片を金属ケースより
なる保持容器内に封入して水晶振動子本体を構成し，保持容器の底部から同じ側に
導出された２本のリード端子に外部端子を接続してモールドするものにおいて」が
開示されているものと認められる。
      イ　構成要件Ｂ
        　「リードフレーム１３’」が，圧電振動子１１の位置合わせに使われて
いるものであること（前記(1)エ）及び引用例の第１，２図からすると，「リードフ
レーム１３’」は，本件発明の「保持容器外周面位置決め用片」と対応するもので
ある。
        　しかし，前記のとおり，引用例は，固着部材で固定することによってモ
ールド時の位置ズレを起こさないようにするものであり，「リードフレーム１
３’」によってモールド時の位置ズレを防ぐものではないから，「リードフレーム
１３’」が「保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する」ことは必要ではな
い。前記(1)イには，圧電振動子１１が円筒形状であることが示されているが，「リ
ードフレーム１３’」の形状を示すものではなく，第１，２図は，上から見た図し
か示されておらず，横から見た形状は分からない。他に，引用例中に，「リードフ
レーム１３’」の形状に関する記載はない。
        　したがって，引用例には，本件発明の構成要件Ｂの「前記保持容器の外
周面の形状に適合する曲面を有する保持容器外周面位置決め用片と」は，開示され
ていない。
      ウ　構成要件Ｃ
        　「リードフレーム１３’」が，圧電振動子１１を位置合わせした後，モ
ールドされて，導通するので，シールドのための端子として使用出来るものである
こと（前記(1)エ及びオ）及び引用例の第１，２図からすると，「リードフレーム１
３’」は，本件発明の「保持容器頂面位置決め用片」にも対応するものである。
        　しかし，前記のとおり，引用例は，固着部材で固定することによってモ
ールド時の位置ズレを起こさないようにするものであり，「リードフレーム１
３’」によってモールド時の位置ズレを防ぐものではないから，「リードフレーム
１３’」が「保持容器の頂面に当接する」ことは必要ではない。「リードフレーム
１３’」は，固着部材で保持容器の頂面に固定されているのであり，「リードフレ
ーム１３’」自体は，保持容器の頂面に当接していないと考えられる。引用例の中
にも，当接に関する記載はない。引用例の第２図は，従来例を記載したものであ
り，「リードフレーム１３’」が保持容器の頂面に当接しているかのように見える
図が記載されているが，前記(1)エのとおり，従来例においては，「リードフレーム
１３’」は，モールドの際の高圧により位置がズレてしまい，最悪の場合には圧電
振動子の一部がモールドの表面から浮き出てしまう等の不具合があったのであるか



ら，「保持容器の頂面に当接する」ことが開示されているとはいえない。
        　したがって，引用例には，本件発明の構成要件Ｃの「前記保持容器の頂
面に当接する保持容器頂面位置決め用片とを設け」は，開示されていない。
      エ　構成要件Ｄ
        　前記イ及びウと同様に，引用例は，固着部材で固定することによってモ
ールド時の位置ズレを起こさないようにするものであり，「リードフレーム１
３’」によってモールド時の位置ズレを防ぐものではないから，「リードフレーム
１３’」によって「位置合わせ」をしても，「位置決め」をしているとはいえな
い。
        　引用例において，「リードフレーム１３’」は，第１図も第２図も，上
から見た図しか示されておらず，横からみた形状は分からない。また，前記(1)エの
とおり，固着部材で固定していない「リードフレーム１３’」は，モールドの際の
高圧により位置がズレてしまい，最悪の場合には圧電振動子の一部がモールドの表
面から浮き出てしまう等の不具合があるから，「位置決め」されていることまで開
示されているとはいえない。
        　したがって，引用例には，本件発明の構成要件Ｄの「前記外周面位置決
め用片と保持容器頂面位置決め用片により水晶振動子本体を位置決めして」は，開
示されていない。
      オ　構成要件Ｅ
        　引用例においては，他のリードフレームとの固着部材として導電性のも
のを使用した場合，圧電振動子のケースとリードフレームが導通するためシールド
のための端子として使用できるのであるから（前記(1)オ），本件発明の構成要件Ｅ
の「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体ア
ース用外部端子としたことを特徴とする」が開示されている。
      カ　構成要件Ｆ
      　　引用例には，圧電振動子として水晶振動子が例示されており（前記(1)
カ），本件発明の構成要件Ｆの「水晶振動子」は，開示されている。
    (3)　同一性の有無
    　ア　特許法２９条の２において，特許出願に係る発明が他の先願の当初明細
書等に「記載された発明又は考案と同一である」とは，記載されている事項のみな
らず，記載されている事項から出願時における周知技術ないし慣用技術等を参酌す
ることにより導き出され，記載されているに等しいということができる事項も含ま
れ，それらと特許出願に係る発明との間に相違点がないか，又は相違点があっても
それが課題解決のための具体化手段における微差であり，実質的に同一である場合
も含むものと解すべきである。そして，周知技術ないし慣用技術の付加，削除，転
換等であって，新たな効果を奏するものではないものは，上記「微差」に当たると
解される。
    　イ　前記(2)のとおり，本件発明と引用例に記載された考案とは，課題の解決
手段が異なり，引用例には，本件発明の構成要件Ｂ，Ｃ及びＤについて開示されて
おらず，少なくともこれらの点において相違する。
    　ウ  被告は，本件発明と引用例に記載された考案との相違点があるとして
も，乙第２ないし第７号証に開示された周知技術ないし慣用技術の付加にすぎない
と主張する。
      　(ア)　本件特許出願前の実願昭５７－１９７１８４号（実開昭５９－１０
７１３５号）のマイクロフィルム（乙２）には，部品本体２の外周形状に一致する
ように形成され，断面半円形状に形成されているとともに，一方の端面には側壁１
８が形成されているリードフレームが第３図で開示されている。そして，このリー
ドフレームで部品本体２を支持し，外装１２を施した電子部品も第４図で開示され
ている。したがって，乙第２号証は，外周面位置決め用片及び頂面位置決め用片を
開示しているといえるが，外周面位置決め用片又は頂面位置決め用片との接触によ
り電気的接続を得ているものではない。
      　(イ)　本件特許出願前の実願昭５８－１５７６０５号（実開昭６０－６６
０２２号）のマイクロフィルム（乙３）には，円柱状をなすコンデンサ素子の外周
の円弧面に合わせて断面を円弧状に面取りした切欠き部２６ａを形成する陰極端子
２６が第５図に開示されている。よって，乙第３号証も，外周面位置決め用片及び
頂面位置決め用片を開示しているといえる。
      　(ウ)　本件特許出願前の特開昭５９－１４９４０６号公報（乙４）には，
金属板が形成した一部を欠いた円筒の中へ水晶振動子ケースを差し込む形が開示さ



れており，水晶振動子の固定にも役立つとの記載もある。第４図には，水晶振動子
ケースの外周面の形状に適合する曲面を持った金属板が図示されている。
      　(エ)　本件特許出願前の実願昭５２－１７０４７４号（実開昭５４－９６
１７１号）のマイクロフィルム（乙５の１）には，固定片５１で水晶２を抱え込
み，度当り片５２に押しつけるという固定方法が開示されており，第２図には，金
属片が水晶の頂面に当接している状態が図示されている。
      　(オ)　本件特許出願前の実願昭５１－１１０４８号（実開昭５２－１０３
７３０号）のマイクロフィルム（乙６の１）には，ヒューズの固定方法が開示され
ており，第４図には，ヒューズの外周面の形状に適合する曲面を持ったホルダーが
図示されている。
      　(カ)　本件特許出願前の実願昭５２－７８５８６号（実開昭５４－６５６
１号）のマイクロフィルム（乙７の１）には，ヒューズが着脱できることを特徴と
するプリント配線基盤装置が開示されており，第１図では，ヒューズの外周面の形
状に適合する曲面を持ったヒューズホルダーが図示されている。
      　(キ)　しかし，乙第４号証も乙第５号証の１も，熱伝導の効率を良くする
ため，あるいはプリント基板に水晶を固定するために行われる固定方法であり，モ
ールド時の位置ズレを解決するために行われるものではない。また，乙第６号証の
１も，乙第７号証の１も，ヒューズホルダーであるので，水晶振動子をモールドす
る際の位置ズレを解決するために行われる技術を開示したものではない。
      　　このように，乙第４ないし第７号証（各枝番を含む。）には，保持容器
の外周面の形状に適合する曲面を有する保持容器外周面位置決め用片と，保持容器
の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片の形状が開示されていたとしても，モ
ールド時の位置ズレを解決することを目的としていないので，本件発明の構成要件
Ｄを開示するものとはいえない。そして，残る乙第２及び第３号証のみによって，
本件発明との相違点である構成要件Ｂ，Ｃ及びＤについて，周知技術ないし慣用技
術を付加したものとは言い得ない。
      エ　前記のとおり，引用例と本件発明は，課題の解決の方法を異にするもの
であり，相違点である構成要件Ｂ，Ｃ及びＤについても，前記ウのとおり，周知技
術ないし慣用技術であったとはいえないものであるから，本件発明と引用例との相
違点は「微差」とはいえず，実質的同一であるということはできない。
    (4)　小括
    　　したがって，本件発明は，引用例に記載された考案と同一とはいえないか
ら，特許法２９条の２に該当する無効理由が存在することが明らかであるとはいえ
ない。
  ７　争点(2)イ（要旨変更）について
    (1)　請求項１について
      ア　本件補正に適用される平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４
０条には，「願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の
謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があ
った後に認められたときは，その特許出願は，その補正について手続補正書を提出
した時にしたものとみなす。」と規定され，同４１条には，「出願公告をすべき旨
の決定の謄本の送達前に，願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の
範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨
を変更しないものとみなす。」と規定されている。
      イ　本件特許の願書に最初に添附した明細書（当初明細書）には，次のとお
りの記載がある（乙１２の１）。
        (ア)　「この実施例で用いられる金属フレーム５については，外部端子７
３，７４の内端側には，保持容器１の頂面から底面側に若干変位した位置にて互に離
間して対向する突片７Ａ３，７Ａ４と，これら突片７Ａ３，７Ａ４の基部を互に連結
して前記頂面に沿って伸びる連結片７５とが設けられ，前記突片７Ａ３，７Ａ４は保
持容器１の外周面に適合するよう湾曲している。このような金属フレーム５を用い
た場合には，保持容器１は，その外周面が湾曲した突片７Ａ３，７Ａ４により保持さ
れ且つその頂面が連結片７５に当接した状態で金属フレーム５に対して位置決めさ
れる。」（１１頁７行ないし１２頁３行）
        (イ)　「またこの例ではリード２１，２２に接続される外部端子７１，７２

と保持容器１の頂部に配置される外部端子７３，７４とは分離した状態でモールド成
形される。従ってこの外部端子７３，７４は通電用端子ではなく，固定専用の固定用
端子となる。この例のように固定用端子を設ければ，保持容器１を固定用端子を介



してアースすることが可能になるので，そうすることによってシールド効果が得ら
れ，ノイズに強い水晶振動子が得られる。」（１２頁６ないし１４行）
      ウ　前記イのとおりの当初明細書の記載及び当初明細書の第４図からする
と，突片７Ａ３，７Ａ４ないし連結片７５が，保持容器外周面位置決め用片ないし保
持容器頂面位置決め用片に相当する。したがって，「アース用外部端子」との文言
こそ記載されていないものの，前記イの記載の意味するところは，本件発明の構成
要件Ｅの「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子
本体アース用外部端子とした」と同一であるということができる。
      　　したがって，平成６年６月８日に提出された手続補正書による「前記外
周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部
端子とした」とする補正は，当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内であると
認められるから，明細書の要旨を変更しないものとみなされる（平成６年法律第１
１６号による改正前の特許法４１条）。
        　被告らは，更に具体的記載が必要であると主張するが，補正した特許請
求の範囲が，当初明細書に記載した事項の範囲内である以上，同法４１条は，それ
以上に詳しい記載が当初明細書にあることまで必要としているとは解されない。よ
って，被告らの上記主張は，採用することができない。
      エ　したがって，要旨変更を理由とする特許法２９条２項該当の無効理由が
存在することが明らかであるとはいえない。
    (2)　請求項２について
      ア　そもそも，特許請求の範囲に記載された２以上の発明に係るものについ
ては，発明ごとに無効審判を請求することができる（昭和６２年法律第２７号によ
る改正前の特許法１２３条１項）。よって，１つの発明について要旨変更によって
出願日が繰り下がった結果進歩性欠如の無効理由があるときは，当該特許について
のみ無効とすべきものであり，他方の特許出願について出願日が繰り下がることは
ないと解すべきであるから，請求項２に関する主張は失当である。
      イ　なお，本件発明は当初明細書における前記(1)イの記載及び第４図によれ
ば，本件特許請求の範囲請求項２における「前記保持容器外周面位置決め用片ない
し保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とするフレーム製
造工程」という構成要件も，当初明細書に記載があるものということができる。
      ウ　したがって，いずれにせよ，被告らの請求項２に関する主張は理由がな
い。
  ８　争点(2)ウ（特許法３６条）について
    　前記１のとおり，「アース用外部端子とした」点について，本件明細書に記
載があるが，外部端子が保持容器に接触していれば，アースをとることができるこ
とは，当業者であれば理解できると考えられる。
    　被告らは，電気的接続が確実に行われることの具体的裏付けの記載がないと
主張するが，本件発明の「アース用外部端子」については，電気的接続が１００％
確実に行われることを検査したり，保証したりする必要がないことは，前記５で認
定したとおりである。よって，本件発明の説明としても，電気的接続が確実に行わ
れることの具体的裏付けを記載しなければ当業者がその実施をすることができない
とはいえないと解される。
    　したがって，本件明細書の記載は，当業者がその実施をすることができる程
度に明確かつ十分に記載したものでないとはいえず，特許法３６条に違反する無効
理由が存在することが明らかであるとはいえない。
  ９　争点(3)（実施料相当額）について
    (1)　不当利得返還請求権の有無
    　　以上のとおり，被告製品は，構成要件ＡないしＦをすべて充足し，本件発
明の技術的範囲に属し，本件発明に無効理由が存在することが明らかであるとはい
えないから，原告の許諾を受けることなく被告製品を製造販売した被告らの行為
は，原告の本件特許権を侵害するものである。そして，被告は，法律上の原因なく
して実施料相当額の支払を免れることにより利益を受け，原告は，同額の支払を受
けられなかったことにより損失を被ったものであるから，被告らは，原告に対し，
同額を不当利得として返還すべきである。
    　　被告らは，被告製品は，「アース用外部端子としたことを特徴とする」製
品としては販売されていないから，本件特許権を侵害する製品の販売による利得は
存在しないと主張する。
    　　しかし，原告が主張する利得は，実施料相当額の支払いを免れたことであ



る。そして，本件発明の技術的範囲に属する被告製品を製造販売した以上，本件発
明の実施料相当額の支払を免れる法律上の原因はなく，被告らの利得が存在しない
とはいえない。
    　　したがって，被告らの主張は理由がない。
    (2)　そこで，実施料相当額を算定する。
      ア　売上高
      　　計算鑑定書によれば，平成６年１１月１４日から平成１５年３月３１日
までの対象物件１の売上高は，２９億７９９８万４３５１円であり，対象物件２の
売上高は，２億２９６９万４３１３円であることが認められる。これに反する原告
の主張を認めるに足りる証拠はない。なお，ＣＭ２５０が販売されたことを認める
に足りる証拠はない。
      　　よって，被告製品の売上高は，合計３２億０９６７万８６６４円とな
る。
        ２９億７９９８万４３５１円＋２億２９６９万４３１３円＝３２億０９６
７万８６６４円
      イ　実施料率
        (ア)　原告は，実施料率を１０％であると主張し，その根拠として，本件
発明の実施品と主張する原告製品の限界利益のうち，特許発明に基づく利益が１０
％を下らないことを挙げている。
        　　しかし，原告の特許発明に基づく利益の算出方法は，上記製品の製造
販売に基づくすべての利益を単純に１／３又は１／４にするもので，本件発明の寄
与率の算定としては根拠がない。したがって，原告の算定方法は採用できない。
        (イ)　技術分野別実施料率データ（乙３２）によれば，電子・通信用部品
の平成４年度ないし平成１０年度の実施料率は，イニシャル・ペイメント条件のあ
る２６３件については，１％が７６件，２％が７１件，３％が３４件，４％が３０
件で，平均値は３．５％であり，最頻値は１％である。また，同じく，イニシャ
ル・ペイメント条件のない８４件については，１％が２１件，２％が１５件，３％
が１９件，４％が９件で，平均値は３．３％であり，最頻値は１％である。
        (ウ)　被告製品は，前記５で認定したとおり，実装時にアースとして使用
することが可能な構成を有しているが，その外部端子をアース用としては販売した
り使用したりしていないものがある。そうすると，被告製品が本件特許権を侵害し
ており，不当利得返還請求は認められるものの，その実施料相当額は，上記事由も
斟酌して決定するのが相当である。
        (エ)　上記(ア)ないし(ウ)で認定したところに，特許法１０２条３項の趣
旨をも併せ考慮すると，本件発明の実施料に相当するのは，売上高に２％を乗じた
金額とするのが相当である。
      ウ　本件発明の実施料相当額
      　　したがって，被告製品の実施料相当額は，上記売上高に２％を乗じた６
４１９万３５７３円である。
      　３２億０９６７万８６６４円×２％＝６４１９万３５７３円
      エ　なお，被告ミヨタが被告製品を製造して被告シチズンに販売した行為と
被告シチズンが被告製品を第三者に販売した行為について，それぞれ原告の不当利
得返還請求権が発生するが，同一の侵害品である被告製品の製造販売に関しては，
１回の流通分に対する実施料相当額の限度を超えては原告の損失は発生しない。
      　　したがって，被告らの不当利得返還債務は，原告が一方の被告から支払
を受ければ，その限度で原告の損失が填補され，他の被告に対し重ねて請求するこ
とができない関係にある。
  10　結論
  　　したがって，原告の請求は，以上の限度で理由があるからこれを認容し，そ
の余は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
  
        東京地方裁判所民事第４７部

                裁判長裁判官      高　　　部　　　眞　規　子
                

                      裁判官      東　海　林　　　　　　　保



　　　　　　　　　　　裁判官　　　瀬　　　戸　　　さ　や　か

物件目録１
　型式番号ＣＭ３０９Ｓ，ＣＭ３０９     
　なお，平成１２年５月１３日以降に製造した構造変更後のＣＭ３０９Ｓ（乙３
１，３３）は除く。

対象物件１

物件目録２
　型式番号ＣＭ２００，ＣＭ２５０

対象物件２

（別紙）　本件特許取得の経緯
昭和６０年８月７日　　特許出願（特願昭６０－１７３７０１号。乙１２の１）
昭和６０年１２月５日　審査請求
昭和６２年２月１４日　出願公開（特開昭６２－３４４１０号。乙１２の２）
平成３年６月１１日　　拒絶理由通知書（乙１２の３）
平成３年９月７日　　　意見書提出（乙１６），全文補正（乙１２の４）
平成４年３月１０日　　拒絶査定（乙１２の５）
平成４年３月２７日　　拒絶査定不服審判請求
平成４年４月２４日　　全文補正（乙１２の６）
平成４年９月９日　　　前置報告（乙１２の７）
平成６年６月６日　　　拒絶理由通知
平成６年６月８日　　　意見書に代えた手続補正書提出（乙１２の８）
平成６年７月８日　　　出願公告決定
平成６年１１月１４日　出願公告（特公平６－９１４０４号。乙１２の９）
平成７年２月３日　　　特許異議申立て
平成７年９月１９日　　拒絶理由通知（請求項２に関する）
平成７年１０月６日　　意見書に代えた手続補正書提出（乙１２の１１）
平成７年１１月９日　　特許異議の決定（乙１７）
平成８年３月２８日　　特許登録


